
 

早 企 第 １ ０ ２ ３ 号 

令和７年１０月２８日 

自治会・町内会会長 各位 

 

早島町企画総務部企画課長    

 

令和８年度自治会等活動推進交付金に係るイベント割の算定について 

 

地域コミュニティの推進につきましては、平素からご協力を頂き厚くお礼申し上げます。 

さて、次年度の自治会等活動推進交付金につきまして、交付金構成の内、「イベント割」

の部分については、前々年度のイベント等に要した経費の２分の１の額を基準として算定

されることとなります（詳しくは下記の注をご参照ください）。 

ついては、令和８年度のイベント割額を算定するに当たり、今春にご提出いただいた令

和６年度実績報告をもとに自治会毎の算出資料を作成しましたので、下記のとおり確認と

補記をお願い致します。また、イベント割に算定される経費についてまとめたガイドライ

ン（別紙 1）を作成しましたのでご覧ください。 

記 

 

お願い事項…①「記入例（別紙２）」で各欄の記入事項や修正方法をご確認ください 

 ②自治会名の入った用紙（別紙３）について、すでに入力されている数値 

が令和６年度実績と相違ないかをご確認ください。 

 ③自治会名の入った用紙について、黄色の枠を埋めてください。金額を修 

正する場合は、二重線で消して修正後の数字を入れてください。 

       ④補記・確認した用紙を、11月28日(金)までに企画課へご提出ください。 

       ※令和６年度に対象となるイベントの実施がなかった自治会・町内会は入

力がありません。この場合、算定額は一律 10,000 円となっています。 

       ※Excel シートがご入用の場合はお知らせください。メール送付します。 

  

注）イベント割の交付基準      ※自治会、町内会活動推進交付金交付要綱別表より 

各自治会等につき、前々年度のイベントに要した費用の 2 分の 1 の額(その額に 10,000
円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とし、10,000 円に満たない場合は、

10,000 円とする。) 
ただし、世帯割の算定の際に基礎とした世帯数に 600 円を乗じて得た額(その額に

10,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を補助限度額とする。 
 

 
 

 

Ａ自治会（世帯数 60）：令和６年度のイベントに 50,000 円を支出 
・前々年度のイベントに要した費用の 1/2＝25,000 円⇒30,000 円 ※１万未満端数切り上げ 
・補助限度額＝世帯数 60×600 円＝36,000 円 
⇒Ａ自治会の令和８年度のイベント割額は 30,000 円 ※上限額 36,000 円＞算出額 30,000 円 

早島町企画総務部企画課 
TEL：０８６－４８２－０６１２ 
担当：妹尾、中西 

資料 No.1 





自治会イベント割算出資料 270,000円

対象年度 令和６年度支出分（令和8年度算定分） 240,000円

自治会名 記入例 参考世帯数（R7.4.1)： 400 世帯 240,000円

金額 内容 金額 内容

※支出額は、自治会内の監査を経た決算済みの額であるため、原則として支出根拠となる領収書等の添付は求めませんが、疑義がある場合等には提出をお願いすることがあります。

ウ:算定額（想定）
※D=0の場合、10,000円

イ:上限額（世帯数×600円）
※一万円未満切り捨て

ア:イベント割算定額
※一万円未満端数切り上げ

参加費

＠1,000円×50

人

50,000円0円

祈禱料・初穂料等

神社仏閣に納めた金額（B）

※該当がなければ0を記載

参加費・テナント料等収入金額

（C）

※該当がなければ0を記載

イベント割算

定対象額(D)

(A)－(B＋C)

備考

137,000円

85,350円

雨天で翌日に

延期したため回

覧記載日と実

際の開催日が

異なります。

回覧

早島町のスポーツフェスティバルに自治会

として出場。出場者は回覧で募集し、参

加者に当日昼食を提供した。
(10月　日)

45,000円

自治会・町内

会員誰でも参

加可能である。

□

自治会・町内

会員誰でも参

加可能である。

□

とんど祭り

(1月10日)

0円0円

85,350円回覧自治会忘年会。誰でも参加可能。

45,000円

自治会・町内

会員誰でも参

加可能である。

□

自治会・町内

会員誰でも参

加可能である。

□

忘年会

(12月20日)

スポーツフェス

ティバル出場

イベント名

（開催

日）

イベント実施

に係る支出

総額（A）

周知方法対象者

137,000円チラシ

自治会主催のとんどまつり。役員による餅

のふるまいや、子ども向けのミニ縁日開

催。

イベントの概要
※主催行事以外（町行事への参加等）の

場合は、活動の内容

自治会・町内

会員誰でも参

加可能である。

□

0円〇〇神社祈祷料20,000円

イベント名称

をご確認くだ

さい。

日にちが空欄

の場合は、令

和6年度の実施

日を記入して

ください。

行事・イベントの概要を

ご記入ください。

自治会・町内会内で

どのように周知を

行ったかを教えてく

ださい。

回覧やチラシの写し

を添付してください。

宗教行事や寺

社仏閣に納め

た支出は、補

助対象外とな

ります。

行事全体とし

てはコミュニ

ティの行事と

して実施して

いても、祈祷

料・初穂料等

の金額が含ま

れる場合は、

その額を記入

し、全体経費

から除いてく

ださい。

当該行事に係

る参加費など、

収入があれば

記入してくだ

さい。
イベント割対象の行事・

イベントは、自治会・町

内会の誰でも参加できる

必要があります。

参加できるのが子どもの

み、高齢者のみ、役員の

みなどの場合は対象にな

りません。

117,000円

35,350円

198,000円

198,000円

特記事項や

説明補足が

あれば記入

してくださ

い。

令和８年度の正式な額の算定時は、R8.4.1時点の世

帯数を用います。このため、ウの算定額は世帯数の

変動により変わる場合があります。

別紙２




